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核燃料物質の区分
（注１）

原子炉等規制
法上の規制区分

天然ウラン
（t）

劣化ウラン
（t）

濃縮ウラン
トリウム
（t）

プルトニウム（注２）
（kg）U（t） U-２３５（t）

製 錬 － － － － － －

加 工 ５１４ １１，０４７ １，３２７ ５４ ０ －

原 子 炉（注３） ４８４ ２，２４３ １４，９７２ ３２４ ０ １０９，２２１

再 処 理 ２ ５４４ ２，３２７ ２２ ０ １９，５４３

使 用（注４） ７８ ４４ ３５ １ ２ ３，９１７

合 計（注５） １，０７９ １３，８７９ １８，６６０ ４０１ ３ １３２，６８１
（注１）核燃料物質の区分は、原子力基本法及び核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令の規定に基づいており、物

理的・化学的状態によらず合計量を記載している。
（注２）プルトニウム量については、「国際プルトニウム指針」に基づき IAEAに報告する我が国のプルトニウム保有量であり、原子炉内装荷

分は除かれる。但し、保障措置上は、国内の全てのプルトニウムをその対象とする観点から、原子炉内装荷分（常陽及びもんじゅに
１，７０３kg在庫）も含めて管理している。

（注３）東京電力福島第一原子力発電所使用済燃料共用プール（使用施設）分を含む。
（注４）核燃料物質の使用の許可を受けた使用者及び法律第５２条第１項第５号の政令で定める種類及び数量以下の使用者の核燃料物質の合計

量を記載している。
（注５）四捨五入の関係により、合計が一致しない場合がある。

核燃料物質の区分
（注１）

国籍の区分（注２）
天然ウラン
（t）

劣化ウラン
（t）

濃縮ウラン トリウム
（t）

プルトニウム（注３）
（kg）U（t） U-２３５（t）

米 国 １１３ ２，８９２ １３，５６９ ２８４ １ ９５，９８８

英 国 １４ ４４０ １，７８８ ３２ ０ １６，２４２

仏 国 ４４ ５，８８２ ５，００９ ９１ ０ ３９，１０５

カ ナ ダ ５９５ ４，５５８ ４，９９０ ９７ ０ ４１，０１５

オーストラリア ３５ ８７３ ３，０９４ ６２ － ２２，７４７

中 国 ６７ １５５ ２５０ １０ － ３８２

ユ ー ラ ト ム ５５ ５，９０９ ５，７２０ １０８ ０ ３，０５０

Ｉ Ａ Ｅ Ａ ０ ２ ０ ０ － １

そ の 他 ２６１ １，９３５ ３８３ １２ ２ ２，１２０
（注１）核燃料物質の区分は、原子力基本法及び核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令の規定に基づいており、物

理的・化学的状態によらず合計量を記載している。
（注２）二国間原子力協力協定の対象となる量を計上した。なお、複数国籍のものは、それぞれの国籍区分に重複して計上している。
（注３）プルトニウム量については、「国際プルトニウム指針」に基づき IAEAに報告する我が国のプルトニウム保有量であり、原子炉内装荷

分は除かれる。但し、保障措置上は、国内の全てのプルトニウムをその対象とする観点から、原子炉内装荷分も含めて管理している。

（５）我が国における核燃料物質保有量一覧表
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②国籍区分別内訳
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